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施設所有（管理）者賠償責任保険 【施設賠】

展示会のお客さま誘導中に、お客さま誘導の不手際からけがをさせた。

展示会会場で、従業員と来訪者がぶつかり、来訪者の財物を破損・汚損させた。

展示会会場に荷物を搬入している際に、会場の床・壁等を破損・汚損させた。

※仕事中に個人が起こした事故は、個人賠償責任保険では補償対象となりません。

※従業員が業務従事中に被った身体障害に起因する賠償責任は、対象となりません。

⇒事業者が加入している労災保険・使用者賠償責任保険等で対応します。

施設の仕事の遂行に起因する事故



法律上の損害賠償責任について

損害賠償責任が生じるのは、主に不法行為責任（民法709条）と
債務不履行責任（民法415条）の場合です。

一般の不法行為責任の成立要件

次の４つの要件が満たされていなければなりません。
①加害者に故意または過失があること ②他人の権利を侵害したこと
③加害者に責任能力があること ④加害行為により他人に損害が発生していること

債務不履行責任

「履行遅滞」「履行不能」「不完全履行」の３つの様態があります。
賠償責任保険で主として問題となるのは、いわゆる「不完全履行による積極的債権侵害」です。

詳細は取扱代理店もしくは引受保険会社にお問い合わせください



損害賠償金、損害防止費用、権利保全行使費用

緊急措置費用、協力費用、争訟費用

※損害賠償金のほか、争訟費用等の費用も支払いの対象となります。

お支払いする保険金

【保険加入例】

・来訪者数 （１日２００人平均 １週間述べ来訪者数１４００人計算の場合 注1）
・保険期間 展示会・イベント開催中
・保険金額 １名・１事故につき １億円 （免責 ０円）
・借用イベント会場施設損壊補償特約 ５，０００万円 （免責 １０万円 注2）
・保険料（特約保険料込） ９，０２０円 （注3）

注1： 来訪者数増・保険金額増・特約付帯に伴い、保険料も増加いたします。

注2： １事故につき10万円火災・爆発・破裂・給排水設備に生じた事故に伴う水濡れ損害は免責金額を適用しません。

注3： 最低保険料は、5,000円です。（人数が減少しても、保険料は最低保険料になります。）



加入にあたって 必要事項に、ご記入ください。

保 険 加 入 意 向 確 認

イベント主催者名
会社名

担当者名

イベント主催主住所
会社住所

連絡先電話番号

イベント期間 年 月 日～ 年 月 日 日間

イベント会場
12Ｆ ・ 3Ｆ ・ Ｂ1 ・ コリーヌ ・その他 (○をお付けください）

具体的に

予想来訪者数

1日の来場者数 × イベント日数 ＝ 延べ人数

名× 日 ＝ 名

希望保険金額

１名・１事故につき その他(ご希望)の金額をお書きください

1億円 ・ ３億円 ・ 円

借用イベント施設損壊保障特約 付 帯 あ り ・ 付 帯 な し

意向確認 ・上記の条件で申し込みます。
・自社加入の保険で補償できますので申し込みません。

加入保険会社・保険金額

申込日 年 月 日

ご記入いただき、ありがとうございました。
証券は、後日、主催者住所へ保険会社より直接送付されます。


